4月から実施される改正項目
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自転車運転にも青切符!！


道路交通法に違反する自転車運転で、交通事故の原因となるような、歩行者や
他の車両にとって危険性•迷惑性が高い悪質•危険な違反または違反行為を同時に
二つ以上であったときは、指導警告を超えて青切符により反則金が課されますので、
安全運転に努め、充分に注意してください。

	〇信号無視
6,000円 
〇点滅信号を無視した場合
5,000円
	〇一時不停止 
5,000円
〇右側通行
6,000円
	〇傘さし、イヤホン運転
5,000円
〇二人乗り
3,000円

	〇携帯電話使用等
	〇遮断踏切立ち入り
	〇制動装置(ブレーキ)不良

	12,000円
	7,000円
	5,000円

	〇無灯火
5,000円
	〇並進（横並び運転）
3,000円
	〇歩道徐行義務違反
3,000円


※これらは一部の例です


自転車でも交通違反の取締りが厳しくなっています。業務中の自転車事故により被害が発生した場合、当社が損害を負担するのみならず、事故を起こした社員も法的な責任（損害賠償責任）を負うことになります。
自転車運転には、より一層の注意をお願いします[image: QR コード  AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]




 株式会社●●　　総務部(担当)●●詳細はこちらから



年　　　月　　　日
従業員各位
株式会社

自転車の利用における注意点、（令和８年４月１日　道路交通法の改正）

　日常的に自転車を利用している従業員のみなさんも多くいるかと思われますが、近年、道路交通法の見直しにより、自動車のみならず、自転車の罰則が強化されています。通勤や業務で自転車を利用する際にはもちろんのこと、日ごろから下記のことにご注意ください。

記

1. 道路交通法の改正
1 自転車の交通反則通告制度（青切符）の導入（2026年4月～）
※対象は16歳以上　
自転車の交通違反に交通反則制度が導入されます。警察官が自転車の交通違反を認知した場合、基本的には現場で指導警告が行われます。なお、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙されます。以下のような指導警告と罰則の例があります。
	・信号無視：6,000円（点滅信号無視：5,000円）	・指定場所一時不停止：5,000円
・通行区分違反（歩道通行）：6,000円　
※スピードを出して歩道を通行して歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合等	
・携帯電話使用等(保持)：12,000円（携帯電話を手にもって通話したり、画面を注視する行為　　　　　　　　　　　　　
・遮断踏切立入り：7,000円		・制動装置(ブレーキ)不良：5,000円
・公安委員会遵守事項違反（大阪府道路交通規則）：5,000円
傘さし運転　※傘を差し、物を担ぎ、又は物を持つ等視野を妨げ、若しくは安全を失うおそれがある場合
ヘッドフォン等の使用　※警音器、緊急自動者のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量の場合


　※対象となる違反行為は100種類以上
　　　　※反則金は原付と同一

2. 自転車に乗る際に注意すべきこと
□自転車保険に加入する　※１
□乗る際にはヘルメットを着用する
□自転車の点検整備を行う
□自転車の交通ルールを守る
・車道は原則、車道の左端を通行する
・歩道は例外、歩道を通行する場合は歩行者を優先し、車道寄りを徐行する
・交差点では信号や一時停止を守って、安全を確認する
・夜間はライトを点灯する

※１【自転車保険について】
自転車事故では、加害者となった場合に高額な損害賠償責任が生じる事例があります。
大阪府では、自転車利用者に対し、自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されています。
未加入の方は、必ず加入状況を確認してください。


自転車は手軽な移動手段である一方、ひとたび事故が発生すると、本人だけでなく会社の信用にも影響を及ぼします。交通ルールを正しく理解し、安全運転を徹底してください。
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